
令和８年３月議会定例会　　上程案件

【　補正予算：4議案 ／ 条例の制定及び改正：7議案 ／ 当初予算：9議案 ／ その他：2議案 ／　計　22議案　　報告案件　-件】

上程議案 概要 担当課

議案第4号 令和7年度南部町一般会計補正予算（第8号）

【補正予算額】△105,229千円
・国の補正による増
・実績見込みによるもの
■歳出補正（主なもの）
総務費　　　　　 △92,446千円　電算管理事務費：△98,500千円　公共交通対策事業:3,255千円
民生費　　　　　　 　6,705千円　国保特別会計繰出金:△7,860千円　障がい者自立支援給付事業:12,986千円
衛生費　　　　 　△65,567千円　予防接種事業：△5,748千円　がん征圧事業 △10,471千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二酸化炭素排出実質ゼロ推進事業：△53,650千円　病院事業費:5,610千円
農林水産業費 　　34,712千円　農業用水路等長寿命化・防災減災事業（R7補正）:15,940千円　地籍調査事業（R7補正）:36,989千円
土木費　　　　  　　20,419千円　道路維持事業（除雪経費）31,274千円　震災に強いまちづくり促進事業:△10,911千円
教育費　　　　　　△9,400千円　教育振興助成事業：△2,586千円　進学奨励金支給事業：△1,428千円
■歳入補正（主なもの）
地方交付税　　　  79,350千円　普通交付税:29,350千円　特別交付税:50,000千円
国庫支出金　  △112,697千円　デジタル基盤改革支援補助金:△78,265千円　地域脱炭素移行・再エネ推進交付金:△41,577千円
県支出金　　　　   25,148千円　農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金:11,955千円　地籍調査補助金（R7補正）:27,349千円
繰入金　　　　 △112,667千円　太陽光発電事業特別会計繰入金:△5,755千円　財政調整基金 △100,000千円　減債基金：△8,226千円
【繰越明許費】　15事業
【債務負担行為】　1事業

総務課ほか

議案第5号 令和7年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号）
【補正予算額】△132,379千円
・実績見込みによるもの

町民生活課

議案第6号 令和7年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）
【補正予算額】6,638千円
・実績見込みによるもの

町民生活課

議案第7号 令和7年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第2号）
【補正予算額】7,147千円
・実績見込みによるもの

町民生活課

議案第8号
南部町督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の
制定について

町税等の公金収納の環境変化に対応し、納税の利便性向上等を図るため、町税及びその他公債権に係る督促手数料について廃止するため条例
を整備するもの。
1.改正する条例
　（1）南部町税条例　（2）南部町督促手数料及び延滞金徴収条例　（3）南部町後期高齢者医療に関する条例　（4）南部町道路占用料徴収条例 (５）
南部町道路、普通河川等占用料徴収条例　（6）南部町浄化槽整備事業分担金徴収条例
2.改正点
　（1）督促手数料の徴収を規定している条項を削る又は削除及び字句を改める。
　（2）南部町督促手数料及び延滞金徴収条例の題名を南部町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例に改める。
　（3）令和８年３月３１日までに納期限が到来した町税等の督促状に係る督促手数料については従前どおり徴収する経過措置を設ける。
3.施行日
　　令和8年4月1日

税務課ほか

議案第9号
南部町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の制定について

子ども・子育て支援法の改正により創設された乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）に必要な基準を定める 子育て支援課

議案第10号
南部町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条
例の制定について

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の運営者に対する基準を定める 子育て支援課

議案第11号
南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正について

母子保健法に基づく乳幼児の健康診査の内容が入園時の健康診断の内容と全部又は一部に相当するときは当該健康診断を行わなことができるこ
と。栄養士法の改正により、管理栄養士資格を追加する（栄養士の資格がなくても管理栄養士の取得が可能となったため）。

子育て支援課

議案第12号 南部町職員の給与に関する条例の一部改正について

令和7年人事院勧告により「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたため、国の改定内容を準用し、条例改正を
行う。
　・自動車等使用者に対する通勤手当について、「100㎞以上」を上限とする新たな距離区分を新設（上限66,400円） （現行は「60km以上」）
　・宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ、手当上限の増額改定。

総務課

議案第13号
南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
の一部改正について

特別職の期末手当の支給率を172.5/100から175/100に改正するもの。 総務課



上程議案 概要 担当課

議案第14号
南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改
正について

法改正に基づき、扶養手当の対象者から、配偶者を除外するもの。 西伯病院

議案第15号 令和8年度南部町一般会計予算

■当初予算要求額　8,036,000千円
（主な重点事業）
二酸化炭素排出実質ゼロ推進事業:59,910千円　 がんばる地域プラン支援事業:21,634千円　新農業人研修支援事業:5,321千円
農地耕作条件改善事業:7,706千円　震災に強いまちづくり促進事業:15,569千円　ICT活用事業:44,423千円
（主な新規事業）
移住・定住促進対策事業:10,000千円　賀野地域交流拠点施設改修事業:8,800千円　窓口文字表示システム導入事業:4,637千円
天萬庁舎子どもの居場所創出事業:3,580千円　統合保育所整備事業:25,987千円　公私連携型保育園運営支援事業:85,456千円
緑水園マイクロバス導入事業:10,619千円　学校照明LED化事業:7,667千円
■歳出（主なもの）
総務費　　　　　　1,789,224千円　電算管理：222,922千円　賀野地域交流拠点施設管理事業:10,684千円　県知事・県議会議員選挙費:5,446千円
民生費　　　　　　2,855,855千円　窓口文字表示システム導入事業:4,637千円　障がい者自立支援給付事業:489,655千円
衛生費　　　　　　　877,057千円　予防接種事業:66,387千円　二酸化炭素排出実質ゼロ推進事業:59,910千円　病院事業費:445,000千円
農林水産業費 　　494,019千円　 がんばる地域プラン支援事業:21,634千円　緑水園マイクロバス導入事業:10,619千円
土木費　　　　　　　513,639千円　道路維持事業:59,682千円　震災に強いまちづくり促進事業:15,569千円
教育費　　　　　　　697,946千円　不登校対策事業:19,213千円　学校照明LED化事業:7,667千円　地域クラブ支援事業:20,175千円
■歳入（主なもの）
町税　　　　　 　　1,006,550千円　個人住民税：393,029千円　固定資産税：470,175千円
地方交付税　　　3,886,000千円　普通交付税：3,336,000千円　特別交付税：550,000千円
国庫支出金　　　　874,728千円　支援法介護給付費国庫負担金：244,371千円　児童手当国庫負担金:151,093千円
県支出金　　 　　　727,685千円　支援法介護給付費県負担金：122,185千円　重度訪問介護等利用促進支援事業補助金:18,069千円
寄附金　　　　　　　150,001千円　がんばれふるさと寄付金：150,000千円
町債　　　　　　　　 145,200千円　緑水園マイクロバス導入事業債:10,600千円　学校照明LED化事業債:6,900千円

総務課ほか

議案第16号 令和8年度南部町国民健康保険事業特別会計予算 ■当初予算要求額　1,243,000千円 町民生活課

議案第17号 令和8年度南部町後期高齢者医療特別会計予算 ■当初予算要求額　262,700千円 町民生活課

議案第18号 令和8年度南部町墓苑事業特別会計予算 ■当初予算要求額　1,954千円 町民生活課

議案第19号 令和8年度南部町太陽光発電事業特別会計予算 ■当初予算要求額　71,100千円 町民生活課

議案第20号 令和8年度南部町水道事業会計予算
収益的収入　224,891千円　収益的支出　220,091千円
資本的収入　126,287千円　資本的支出　200,046千円

建設課

議案第21号 令和8年度南部町下水道事業会計予算
収益的収入　444,155千円　収益的支出　443,397千円
資本的収入　141,838千円　資本的支出　221,876千円

建設課

議案第22号 令和8年度南部町病院事業会計予算
収益的収入　2,636,030千円　収益的支出　2,636,030千円
資本的収入 　217,671千円　資本的支出　364,075千円

西伯病院

議案第23号 令和8年度南部町在宅生活支援事業会計予算 収益的収入　49,345千円　収益的支出　49,345千円 西伯病院

議案第24号 町道路線の認定について

（他）荻名上野線支-1（延長L=77.4m、幅員w=2.6m）
　　　起点　荻名字八通799地先
　　　終点　荻名字向平155-2地先
（他）大ナル線（延長L=57.0m、幅員w=2.3m）
　　　起点　徳長字大ナル762地先
　　　終点　徳長字屋敷394地先
（他）掛相線支-1（延長L=71.6m、幅員w=3.6m）
　　　起点　掛相字日焼田544-4地先
　　　終点　掛相字柿木原529-4地先
※R7.3.11開催の町道認定検討委員会において認定済

建設課



上程議案 概要 担当課

議案第25号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 下中谷・赤谷辺地及び東上辺地において、総合整備計画を策定する。（平成28年度から令和7年度までの計画を更新するもの） 総務課


